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令和３年 第２回 北海道議会定例会〔一般質問〕開催状況

開催年月日 令和３年６月23日（水）
質 問 者 日本共産党 菊地 葉子 議員
答 弁 者 知事、総務部長兼北方領土対策本部長

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

四 北海道総合計画の見直しについて
（二）地方自治体のデジタル化等について
２ 「匿名加工情報」について （総務部長兼北方領土対策本部長）
改正個人情報保護法では、行政が保有する情報を「匿 北海道総合計画の見直しに関し、まず、匿名加工情報

名加工情報」として秘匿化し、オープンデータとして利 についてでありますが、現行の個人情報保護条例におい
活用しやすい仕組みを作ろうとしている。「北海道soci ては、道が保有する個人情報を個人が識別されず、復元
ety5.0の推進計画」においても、官民データの活用を重 できないように加工し、事業者等に提供する、いわゆる
要な柱の一つとしています。国会での議論では、民間へ 匿名加工情報の作成・提供を認める規定はなく、匿名化
の情報提供の際、匿名化の作業を外部委託することも法 の外部委託についても認められておりません。
制度上は可能になることの問題点が指摘されています。 令和５年に施行が予定されている改正個人情報保護法
膨大で詳細な加工前の個人情報が委託先の外部法人へ により、地方公共団体においても、条例に規定すること

渡ることも想定され、個人情報が守られるのか大いに疑 なく、法律を根拠に匿名加工情報の作成やその外部委託
問です。道の個人情報保護条例では、匿名加工情報、匿 が可能となります。
名化の外部委託について、どう取り扱うのか伺います。 今後、匿名加工情報の作成やその外部委託について、

国により具体的な運用方法が示されることになります
が、こうした国の情報や他都府県の動向を注視しながら
個人情報の適切な管理が図られるよう必要な措置につい
て検討を進めてまいります。

３ 道の個人情報保護条例について （総務部長兼北方領土対策本部長）
道の個人情報保護条例では、疾病や障害の種類などの 次に、道の個人情報保護条例についてでありますが、

「要配慮個人情報」は基本的に収集してはならない等の 現行の条例は、道における個人情報の適正な取扱いの確
規定があります。これは、行政機関の保有する個人情報 保を目的として制定し、これまで、マイナンバー制度の
の保護に関する法律にはない規定であり、個人情報保護 導入に伴い個人情報の取扱いを厳格化するなど、所要の
をより強める規定となっています。知事は同法よりも踏 改正を行い、適切に運用してきたところでございます。
み込んだ規定を持つ道の個人情報保護条例をどう評価し 今後の改正法の施行に伴い、現行規定の見直しを含め
ているのか伺います。 た具体的な取扱いについては、国から示されるガイドラ
今後、全国共通の仕組みを国から求められたとしても、 インやマニュアルを踏まえるとともに、北海道情報公

道独自の優れた規定は一律に廃止せず活かす条例づくり 開・個人情報保護審査会の意見を伺うなど、個人情報の
こそ必要と考えますが、いかがかですか。併せて伺いま 保護に向けて適切に対応してまいります。
す。

（再質問）
四 北海道総合計画の見直しについて
（二）地方自治体のデジタル化等について
「匿名加工情報」の作成に係る外部委託について （知事）
現行条例では、匿名加工情報は取り扱えず、外部委託 最後に、匿名加工情報の作成に係る外部委託について

も行えないという答弁でした。平井大臣は、国会で自治 でありますが、改正個人情報保護法では、受託者に個人
体が独自に制定する個人情報保護条例も一旦リセット 情報の適正管理義務が課せられるほか、個人情報を違法
し、全国共通のルールを設定すると発言しています。こ に外部に提供した場合には、罰則が適用され、加えて、
の最大の目的は、匿名加工情報制度と情報連携を自治体 地方公共団体が受託者を厳正に選定・監督することによ
に行わせようとするものであり、外部委託化によって個 って、情報漏えいのリスクに適切に対応することが可能
人情報漏えいのリスクは高まらざるを得ません。 であると考えております。
匿名加工情報、匿名化の外部委託が導入されることに いずれにいたしましても、匿名加工情報の作成に係る

よる個人情報漏えいのリスクを知事はどう認識しておら 外部委託については、今後、国から示される具体的な運
れるのか。外部委託は行うべきではないと明言すべきで 用方法などを基に、必要な措置について検討を進めてま
はありませんか。伺います。 いります。


